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第 12 回 熊本県議会 議会運営委員会会議記録 

 

令和２年９月29日(火曜日) 

            午前９時31分開議 

            午前９時45分閉会 

  ――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

１ 知事提出追号議案(第56号及び第57号)

について 

２ 本日の議事次第について 

３ 熊本県議会委員会条例の一部を改正す

る条例(案)について 

４ その他 

(1)定例会における傍聴者について 

(2)委員会室におけるアクリル板について 

(3)その他 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(12人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 髙 野 洋 介 

委  員 前 川   收 

        委  員 藤 川 隆 夫 

委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

委  員 井 手 順 雄 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 溝 口 幸 治 

委  員 坂 田 孝 志 

欠 席 委 員(なし) 

議   長        池 田 和 貴 

委員外議員(１人) 

   副 議 長 渕 上 陽 一 

  ――――――――――――――― 

執行部出席者 

            総務部長 山 本 倫 彦 

総務部総括審議員         

兼政策審議監 平 井 宏 英 

人事課長 城 内 智 昭 

  財政課長 梅 川 日出樹 

審議員兼財政課課長補佐 川 上 竜 也 

 財政課課長補佐 岩 野 洋 士 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

          議会事務局長 吉 永 明 彦 

     議会事務局次長 

       兼総務課長 横 尾 徹 也 

        議事課長 村 田 竜 二 

      政務調査課長 東   敬 二 

 審議員兼総務課課長補佐 森 田   学 

審議員兼議事課課長補佐 富 田 博 英 

審議員 

兼政務調査課課長補佐 松 永 隆 則 

     総務課課長補佐 岸 本 誠 司 

     議事課課長補佐 篠 田   仁 

議事課主幹 岡 部 康 夫 

  ――――――――――――――― 

  午前９時31分開議 

○田代国広委員長 ただいまから第12回議会

運営委員会を開会いたします。 

 まず、議題１、知事提出追号議案につい

て、山本総務部長から説明をお願いします。 

 

○山本総務部長 資料１の目録に沿って、本

日追加提案いたします議案について概要を御

説明いたします。 

 第56号議案は、副知事の選任について、議

会の同意を求めるものでございます。 

 小野泰輔氏が令和２年６月８日に退職とな

り、欠員となっておりますので、その後任と

して木村敬氏を選任することについての提案

を行うものでございます。 

 木村氏は、現在、消防庁国民保護・防災部

防災課広域応援室長を務められています。平

成24年７月に熊本県に赴任され、平成27年度

には熊本県総務部長を務めるなど、国と地方

行政での幅広い経験を生かして副知事の職責
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を果たしていただけるものと考えています。 

 続きまして、第57号議案は、教育委員会委

員の任命について、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 お手元の議案書、３ページを御覧くださ

い。 

 内容は、現在の５名の委員のうち、吉田道

雄氏が令和２年10月４日に任期満了となりま

すので、後任として、田口浩継氏を任命する

ことの提案を行うものでございます。 

 田口氏は、今回御退任になる吉田委員と同

様、教育分野からの人選で、現在、熊本大学

教育学部の副学部長を務められています。ま

た、熊本の学び総合構想会議の座長など、本

県の教育行政で幅広く活躍されています。そ

の知見や経験を基に、教育委員会会議におい

ても有益な御意見や御提言をいただけるもの

と考えております。 

 以上が今回提案を予定しております議案の

概要でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明について

質問はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 それでは、知事提出追号

議案については、ただいまの説明のとおり、

本日の本会議に上程することとしてよろしい

でしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ようにさせていただきます。 

 次に、議題２、本日の議事次第について、

吉永議会事務局長から説明をお願いします。 

 

○吉永議会事務局長 それでは、本日の議事

次第につきまして、次第の議題２に記載の内

容により御説明申し上げます。 

 開議の後、一般質問がございます。 

 本日は、南部議員、荒川議員、髙木議員の

順でございます。 

 次に、議案等に対する質疑、これは、第１

号から第34号までの議案等に対する質疑でご

ざいます。 

 なお、山本議員から、知事の議案等説明の

うち、球磨川流域の復旧、復興についての質

疑の通告があっております。 

 次に、議案第１号から第34号までの委員会

付託がございました後、請願の委員会付託が

ございます。 

 次に、追号の知事提出議案第56号及び57号

の上程がございます。 

 その後、休会の件をお諮りして、日程通

告、散会となります。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明について

質問はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ようにさせていただきます。 

 次に、議題３、熊本県議会委員会条例の一

部を改正する条例(案)についてお諮りいたし

ます。 

 それでは、吉永議会事務局長から説明をお

願いします。 

 

○吉永議会事務局長 それでは、熊本県議会

委員会条例の一部を改正する条例(案)につき

まして、資料２により御説明申し上げます。 

 １ページは条例(案)でございますので、２

ページの条例(案)の概要で御説明いたしま

す。 

 まず、１、条例の名称は、熊本県議会委員

会条例の一部を改正する条例でございます。 

 次に、２、制定改廃の必要性といたしまし

ては、商工観光労働部の体制を強化するた

め、同部を改編し、商工労働部及び観光戦略

部を設置することを旨とする熊本県内部組織

設置条例の一部を改正する条例の制定に関す

る議案が提出されていることから、常任委員
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会の所管等を規定する熊本県議会委員会条例

につきましても、規定の一部を改正する必要

がございます。 

 次に、３、内容でございますが、経済環境

常任委員会の所管中、商工観光労働部を商工

労働部に改め、新たに所管事項として、観光

戦略部に関する事項を追加するものでござい

ます。 

 また、施行日につきましては、熊本県内部

組織設置条例の一部を改正する条例の施行日

と同じく、公布の日としております。 

 なお、３ページに改正(案)の新旧対照表を

添付しておりますので、御確認お願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明について

質問はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 それでは、熊本県内部組

織設置条例の一部を改正する条例についての

審議との関係もありますが、資料２のとお

り、熊本県議会委員会条例の一部改正を議会

運営委員会として提案することとしてよろし

いでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ようにさせていただきます。 

 なお、熊本県議会委員会条例の一部を改正

する条例(案)については、会議規則第14条第

２項の規定により、委員長名をもって議長宛

てに提出し、本会議への上程については、閉

会日の議会運営委員会でお諮りすることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 異議なしと認め、そのよ

うにさせていただきます。 

 次に、議題４、その他に入ります。 

 まず、(1)定例会における傍聴者につい

て、吉永議会事務局長から説明をお願いしま

す。 

 

○吉永議会事務局長 それでは、定例会にお

ける傍聴者につきまして御説明申し上げま

す。 

 本定例会における傍聴者につきましては、

コロナウイルス感染症対策として、本年６月

５日の議運での申合せにより、傍聴者70名、

うち議員紹介傍聴を50名上限で運用している

ところでございます。 

 一方、先週水曜日23日に、本県のリスクレ

ベルが、レベル４特別警報からレベル３警報

に引き下げられました。 

 このため、本会議場の傍聴者数も、このリ

スクレベルに合わせて段階的に変更すること

が適当であることから、資料３のとおり基準

を作成いたしました。 

 つきましては、今後はこの基準により取り

扱ってまいりたいと考えておりますので、よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明について

質問はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 それでは、定例会におけ

る傍聴者については、ただいまの説明のとお

りとしてよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ようにさせていただきます。 

 次に、(2)委員会室におけるアクリル板に

ついてでございます。 

 今定例会から、新型コロナウイルス感染症

対策として議長席の前にアクリル板を設置い

たしましたが、同様に、常任委員会、特別委

員会開催時にも、感染症対策として、従来か

らのマスク着用と併せて、各委員の間にアク

リル板を設置できるようにいたしますので、

御報告いたします。 
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 次に、(3)その他、委員の皆様から何かあ

りませんか。 

 

○藤川隆夫委員 今のアクリル板の件なんで

すけれども、委員会って全ての委員会という

意味ですか。全ての委員会。 

 

○田代国広委員長 はい。 

 

○藤川隆夫委員 今現在、ソーシャルディス

タンス、２メーターというふうに言われてま

すんで、もし作れる――執行部のほうも、こ

れ全部つけるんですか。 

 

○髙野洋介副委員長 議員だけ。 

 

○藤川隆夫委員 であれば、執行部のほうも

狭いんで、もしされるんであれば、委員同様

に、執行部のほうもアクリル板を置く必要が

私はあると思います。 

 なおかつ、今言ったソーシャルディスタン

スから考えれば、議場も２メーター空いてな

いんで、議場でもしなきゃいけない話になる

んですけれども、それはちょっと議論された

かどうかということをちょっと教えてもらえ

ませんか。 

 

○田代国広委員長 各職員へのアクリル板…

…。 

 

○藤川隆夫委員 そう。も必要になってくる

と思います。 

 

○吉永議会事務局長 申し上げます。 

 今回のアクリル板設置につきましては、議

員の一部の先生から、委員会室が非常に手狭

でもあり、密になるという御指摘があって、

その検討を事務局で行ったわけでございます

が、その一環として、議員の間にアクリル板

を設置するということで、今回御提案するも

のでございます。 

 

○藤川隆夫委員 じゃあ、今私が言ったよう

に、ソーシャルディスタンスからするなら、

執行部側も作らないと話としてはおかしくな

るし、もともとが対面式で間が空いとるし、

なおかつ横を向いてしゃべる話じゃないん

で、マスクもしてるし、逆に言うと必要ない

んじゃないかと私は思うんですけどね、現状

のままで。今までもしてきてないし、と私は

思います。間は空いているわけだけん。 

 

○田代国広委員長 このアクリル板の設置そ

のものが必要ないとおっしゃる。 

 

○藤川隆夫委員 私はそう思います、現状

で。今までやってきてないわけですし。やる

なら、今言ったように、委員会の委員、執行

部並びに議場も全部しなきゃいけないと私は

思っています。 

 

○前川收委員 発言者の飛沫防止がもともと

のアクリル板の役割でしょうから、黙ってて

ただあっても何も多分意味がないんでしょう

から、そう考えると、発言するのは我々委員

だけじゃなくて、当然執行部の皆さんも答弁

で発言なさるわけですから、それを、どちら

かを統一しないとやっぱり意味がないという

か、逆におかしな話になると思いますので、

そういうことであれば、ちゃんとマスク着用

を厳守しながら、もうしないと。もしくは、

やるんだったら、執行部の答弁者だけ、答弁

者は全員じゃないでしょうから、課長級ぐら

いでしょうから、答弁者ぐらいにはやっぱり

するとかね。ただ、大変ですよね、それは。 

 

○城下広作委員 誰に当たるか本当分からな

いし。予算説明のときなんかたくさんある

し、みんなが言わにゃいかぬから。 
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○前川收委員 発言者という前提で藤川委員

がおっしゃったんで、当然だと思いますか

ら、そこに不公平なことがあってはならない

と思いますので、私も、藤川先生がおっしゃ

るように、しばらくまだマスク着用厳守で様

子見とけばいいんじゃないかなと思いますけ

れども。場合によっちゃ、本会議場にも全部

せなんごつなるんですね。ここももちろんそ

うです。(発言する者あり) 

 

○田代国広委員長 現状維持でという意見が

あっておりますが、どうでしょうか。 

 

○城下広作委員 やっぱり先ほど藤川先生と

前川先生が言われるように、統一していかな

いと、何かその話の理由が、議員だけとかや

ると、じゃあこちらは別にいいのかという、

非常にその辺ががたがたになってしまう論議

になるから、そこはどちらかに統一するよう

な考え方が筋が通るかなと思いますね。 

 

○鎌田聡委員 私も同じで、それはもちろ

ん、どちらかというと執行部のほうがひっつ

いているかなと、委員会のときですね。だか

ら、置くなら、やっぱりそちらにもきちんと

置いてもらったほうが。 

 

○田代国広委員長 一つの検討課題として受

け止めて、当分現状維持でいくと。 

 

○坂田孝志委員 感染レベルも下がってきて

ますからですね。当分今のままでやって、ま

た感染レベルが上がるようになれば、そのと

きにやっぱり対応するということでどうでし

ょうかね。 

 

○田代国広委員長 今の意見を集約します

と、当分の間は現状維持でどうだろうかとい

う声が多いようでございますが、そういった

ことでよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○松田三郎委員 これは、スケジュールとい

うか、手続上は、アクリル板を設置するのは

やっぱり議運に諮って決定だと。それと、例

えば、今のようにレベルに応じてというの

は、もうここで一任しといて、ある回からこ

うするっていうのは可能なんですか。 

 

○吉永議会事務局長 一つの考え方だと思い

ますが、一応、議会棟に関することについて

は、議運にお諮りして御審議いただきたいと

考えております。 

 

○井手順雄委員 もう買うとっとだろう。

(発言する者あり) 

 

○吉永議会事務局長 今井手委員からござい

ましたけれども、時間の関係もありますん

で、一部購入はしております。ただ、申し上

げましたように、執行部の分は用意しており

ませんので、今先生方の分だけ用意しており

ます。(発言する者あり) 

 

○田代国広委員長 一応、意見としては、当

分の間現状維持という形で、この件につきま

してはよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 ないようですので、これ

で質疑を終了いたします。 

 次回の委員会は、閉会日の10月８日木曜日

に開催いたします。 

 時間は、午前９時10分からでよろしいでし

ょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ようにさせていただきます。 

 それでは、本日も本会議を10時に開催でき

ますよう、よろしくお願いいたします。 
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 これをもちまして、第12回議会運営委員会

を閉会いたします。 

  午前９時45分閉会 
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